
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五
十
三
号

漁
業
用
海
岸
局
を
開
設
運
用
す
る
漁
業
協
同
組
合
及
び
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
に
対
す
る
水
産
業
協
同
組
合
法
の
適
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律

（
こ
の
法
律
の
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
（
漁
業
協
同
組
合
の
事
業
）
又
は
第
八
十
七
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
十

三
号
（
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
事
業
）
の
規
定
に
よ
り
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
に
規
定
す
る
漁
業
用
海
岸
局
を
開
設
し
運
用
す
る
漁
業
協
同
組
合
及
び
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
に
対
す
る
法
の
適
用
の
特

例
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
組
合
の
組
合
員
資
格
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条
　
前
条
に
規
定
す
る
漁
業
協
同
組
合
（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
波
法
に
規
定
す
る
船
舶
局
を
有
す
る
漁
船
を
使
用
し
て
漁
業
を
営
む
法
人
で
あ
つ
て
法
第
十
八
条
（
組
合
員
の
資

格
）
の
規
定
に
よ
り
組
合
の
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
以
外
の
者
又
は
船
舶
局
を
有
す
る
漁
船
を
使
用
し
て
漁
業
を
営
む
者
を
も
つ
て
主
と
し
て
構
成
さ
れ
る
社
団
を
同
条
第
五
項
（
准
組
合
員
の
資
格
）
の
規
定
に
よ
る
組
合

員
た
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
（
出
資
口
数
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
出
資
口
数
は
、
一
口
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
経
理
の
区
分
）

第
三
条
　
漁
業
用
海
岸
局
の
開
設
運
用
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
（
以
下
「
漁
業
用
無
線
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
組
合
は
、
漁
業
用
無
線
事
業
と
そ
の
他
の
事
業
（
以
下
「
一
般
事
業
」
と
い
う
。
）
と
を
区
分
し
て
経
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
漁
業
用
無
線
事
業
の
経
費
の
財
源
）

第
四
条
　
組
合
の
行
う
漁
業
用
無
線
事
業
の
た
め
に
必
要
な
通
常
経
費
は
、
当
該
事
業
を
利
用
す
る
組
合
員
か
ら
徴
収
す
る
賦
課
金
及
び
利
用
料
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
繰
越
金
並
び
に
当
該
事
業
に
関
す
る
寄
附
金
又
は
国
若
し
く

は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
金
の
み
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
一
般
事
業
の
利
用
に
関
す
る
制
限
）

第
五
条
　
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
は
、
当
該
組
合
及
び
他
の
漁
業
協
同
組
合
の
行
う
一
般
事
業
の
利
用
に
関
し
て
は
、
法
第
十
一
条
第
八
項
（
員
外
利
用
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
組
合
員
及
び
他
の
漁
業
協
同

組
合
の
組
合
員
以
外
の
者
と
み
な
す
。

（
組
合
員
名
簿
の
記
載
事
項
）

第
六
条
　
漁
業
用
無
線
事
業
を
利
用
す
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
組
合
の
組
合
員
名
簿
に
そ
の
旨
を
附
記
し
、
そ
の
組
合
員
が
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
も
附
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
剰
余
金
の
繰
越
）

第
七
条
　
組
合
の
行
う
漁
業
用
無
線
事
業
か
ら
生
じ
た
剰
余
金
は
、
当
該
事
業
の
経
費
に
充
て
る
た
め
、
翌
年
度
に
繰
り
越
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
合
会
の
会
員
資
格
に
関
す
る
特
例
）

第
八
条
　
第
一
条
に
規
定
す
る
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
船
舶
局
を
有
す
る
漁
船
を
使
用
し
て
漁
業
を
営
む
法
人
で
あ
つ
て
法
第
八
十
八
条
（
会
員
の
資
格
）
の
規

定
に
よ
り
連
合
会
の
会
員
た
る
資
格
を
有
す
る
者
以
外
の
者
又
は
船
舶
局
を
有
す
る
漁
船
を
使
用
し
て
漁
業
を
営
む
者
を
も
つ
て
主
と
し
て
構
成
さ
れ
る
社
団
を
同
条
第
三
号
（
准
会
員
の
資
格
）
の
規
定
に
よ
る
会
員
た
る
資
格
を

有
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
会
員
に
つ
い
て
は
、
法
第
九
十
二
条
第
二
項
（
準
用
規
定
）
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
出
資
口
数
は
、
一
口
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
一
般
事
業
の
利
用
の
制
限
）

第
九
条
　
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
員
は
、
当
該
組
合
員
又
は
当
該
会
員
の
所
属
す
る
連
合
会
及
び
他
の
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
行
う
一
般
事
業
の
利
用
に
関
し
て
は
、
法
第
八
十

七
条
第
九
項
（
員
外
利
用
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
所
属
員
及
び
他
の
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
所
属
員
以
外
の
者
と
み
な
す
。

（
準
用
規
定
）

第
十
条
　
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
連
合
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
中
「
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
会
員
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
一
一
日
法
律
第
一
五
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
一
九
日
法
律
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
二
六
日
法
律
第
八
七
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
日
法
律
第
一
〇
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
一
五
日
法
律
第
一
〇
九
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
新
信
託
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
八
日
法
律
第
七
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
一
四
日
法
律
第
九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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